
問い合わせ　市防災危機管理課 防災係　☎27-8441

　防災行政無線の放送内容は、市内115カ所に設置された屋外拡声器から確認でき
ます。東日本大震災の被災地区については順次整備しています。家の中にいて放送
がよく聞こえないときは、窓を開けて聞きましょう。また、屋外拡声器以外にも次の
方法で、放送の内容を確認できます。

防災行政無線の放送内容はこれで確認!!

電話で聞く（フリーダイヤル（通話料無料）☎0800-800-3199 ）
　防災行政無線で放送された直近10件の内容
を聞くことができます。通話料は無料で、固
定電話、携帯電話、PHSから利用できます。
※災害時は通話が集中するため、つながりに
くくなる場合があります

いわてモバイルメールで見る
　携帯電話向けの情報配信サービスを行っ
ています。釜石市メール配信サービス（いわ
てモバイルメール）の「釜石市災害情報」と
「釜石市からのお知らせ」に登録すると、防
災行政無線で放送した内容がメールで送られ
てきます。

○登録料　無料
※通信料は自己負担です

○登録方法　携帯電話など
から登録フォーム（http://
www.highway.pref.iwate.
jp/mobile/）にアクセスす
るか、右のコードから移動
し、登録してください

市のホームページで見る
　市のホームページで防災行政無線の放送内
容を確認できます。ホームページのトップ画
面右下にあるバナーをクリックすると確認画
面に移動します。または、右下のコードから
確認画面に移動できます。

防災行政ラジオで聞く
　防災行政ラジオをお持ちの
人は、ＡＭ、ＦＭラジオを聴
いているときでも、自動で防
災行政無線（アナログ波）を
受信し、聞くことができま
す。ただし、唐丹地区、栗橋
地区など受信できない地区があります。
　また、アナログ波の停止により、令和４年
12月１日から防災行政無線を受信できなくな
る予定ですが、ラジオとしては引き続き使用
できます。
※防災行政ラジオの配布は終了しています

戸別受信機で聞く
　自動で防災行政無線（デ
ジタル波）を受信し、放送
を家の中で聞くことができ
ます。希望に応じ１世帯当
たり１台を無償で貸し出し
ていますが、台数に限りが
あるため、希望者の中から次の世帯を優先し
ます。
・避難行動要支援者（名簿に登録済みの人）
・屋外拡声器からの音が届かない難聴地域
・土砂災害の危険度が高い地域
○申込方法　各地区生活応援センターや市防
災危機管理課に備え付けの貸与希望書に必要
事項を記入し、市防災危機管理課へ提出して
ください
○申込期限　７月26日㈮
※申し込み多数の場合、希望に沿えない場合
があります
※希望者全員に貸し出しの可否について通知
しますが、一件ごとに状況確認を行うため、
通知が遅くなることがあります
※戸別受信機設置の際には、屋外に専用アン
テナを設置します

防災行政無線
内容が確認できます

ホームページのバナー

釡石市災害情報

釡石市からのお知らせ

放送大学

（例）年金収入80万円以下の人

令和元年度平成30年度

８割軽減９割軽減

年額7,600円
（月平均633円納付）

年額3,800円
（月平均317円納付）

保険料の納付額（２割）保険料の納付額（１割）

・ プレミアム付商品券について
　市商業観光課 プレミアム付商品券担当 ☎27-8421
・ 特殊詐欺について
　釡石警察署 ☎25-0110、市消費生活センター ☎22-2701

問い合わせ

問い合わせ　 ●後期高齢者医療制度について……市市民課 医療給付係　☎27-8450
●年金生活者支援給付金について…ねんきんダイヤル　☎0570-05-1165

プレミアム付商品券
事業を実施します

　放送大学は、テレビ・ラジオ・イン
ターネットで授業を行う通信制の大学で
す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・
情報・自然科学など、幅広い分野を学べ
ます。放送大学釡石教室（市教育セン
ター内）では教材の視聴や貸出ができま
すので、お気軽にご利用ください。
●大学説明会（予約不要）
　日時　９月６日㈮13時30分～15時
　場所　市教育センター
●オープンキャンパス（予約不要）
　 日時　 ７月12日㈮、13日㈯、８月３

日㈯、４日㈰、31日㈯、９月
１日㈰、13日㈮、15日㈰ 

　　　　各日10時～11時30分
　場所　放送大学岩手学習センター
●出願期限　９月20日㈮
●資料請求（無料）・問い合わせ　
　 放送大学岩手学習センター
　☎019-653-7414
　 〒020-8550　盛岡市上田3-18-8　
ホームページhttp://www.ouj.ac.jp

　消費税及び地方消費税率の引き上げが家計に与える影響を
緩和し、地域における消費を促すため、10月から使用できる
プレミアム付商品券を発行します。発行時期、購入場所、利
用できる店などの詳細については決まり次第、対象となる人
に郵送でお知らせします。
●商品券を購入できる人
　①令和元年度住民税非課税者
　 ※住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護
を受けている人などを除く
　 ②平成28年４月２日から令和元年９月30日までの間に生ま
れた子が属する世帯の世帯主
　※子どもの人数分の商品券を購入できます
●商品券の購入限度額
　対象者１人につき2万5,000円（購入額２万円）
　 ※商品券は１冊5,000円分（購入額4,000円）ずつ購入で
きます

“特殊詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください‼
・ 「プレミアム付商品券」の申請手続き前に、市が世帯構
成などの個人情報を照会することは絶対にありません
・ 市が手数料などの振り込みやATM（現金自動預け払い
機）の操作を求めることは絶対にありません

対象者限
定

令和元年度後期高齢者医療保険料のお知らせ
～これまで医療保険料の均等割が９割軽減となっていた人へ～
◆ 医療保険料の均等割９割軽減が、本年度、８割軽減に変わります
　医療保険料を年金からの引き落としで納めている場合、引き落と
し額への影響は10月からとなります。

◆ 年金生活者支援給付金の制度が始まり
ます
　所得の低い年金受給者へは、10月か
ら年金生活者支援給付金の制度が始まり
ます。
　老齢年金生活者支援給付金（補足的給
付を含む）の支給は、次の要件を全て満
たす人が対象です。
・ 65歳以上で老齢基礎年金を受給中で
あること
・ 世帯全員の住民税が非課税であること
・ 前年の年金収入額と所得額の合計が
87万9,300円以下であること
※対象となる人には、９月以降に日本年
金機構から案内があります
※支給金額は、年金保険料納付済み期間
などによって異なります

10月入学生を
募集します
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